
サ
ン

サ
ン
デ
ン
ハ
チ
マ
ン
ジ
ン
ジ
ヤ
三
田
八
幡
神
社

鳳
京
都
三
印
公
寸
の
山
川
〉
に
在
っ
た
が
、
明
治
四
十

年
山
凶
郷
跡
祉
に
合
併
し
た
。
能
資
名
跡
芯
に
、
『=一

回
村
八
腕
宮
の
地
主
多
門
天
は
、
苛
は
大
枇
に
て
、

上
の
隠
沙
門
と
て
、
奥
の
院
三
間
許
制
疏
に
、
多
門

天
の
像
石
あ
り
。
大
石
の
-X
石
也
。

一剛山
士
山
刑
川
氏
な

り
。
』
と
あ
る
。

品
リ
ン
ド
ウ
ア
ン
三
洞
庵

金
問
上
倒
川
町
に
在

っ
て
、
四
洞
宗
に
開
削
す
る
。
前
回
利
家
が
質
問
寺
建

立
の
際
、
門
前
地
内
に
幻
佐
庵
を
虫
て
、
尼
崎
川
三
洞

袈
玄
を
置
か
し
め
た
に
起
り
、
元
文
六
年
=
一且
七
日

火
を
失
L
、
次
い
で
三
柿
賂
と
改
め
た
。
明
治
五
年

他
の
尼
崎
は
悉
く
版
せ
ら
れ
た
が
、
三
制
胞
の
み
は

向
存
せ
ら
れ
、
翌
年
之
を
今
の
地
に
移
し
た
。

サ
ン
ド
ウ
ジ
ジ
ヨ
ウ
三
重
子
城

江川山
郁
三
再
晶

子
山
の
う
ち
揃
，
原
の
領
に
あ
る
。
笈
恐
紀
州
に
、
今

に
郭
の
跡
が
峻
る
と
し
、
江
沼
芯
前
に
、
自
然
石
に

馬
の
す
そ
携
を
作
っ
た
跡
が
あ
る
と
犯
し
て
ゐ
る
。

サ
ン
ド
ウ
ジ
ヤ
マ
三
重
子
山

江
川
山
抑
制
ャ
円
以
・

汚
提
・那
谷
に
跨
る
。
江
泊
志
稿
に
、
揃
仙
ヶ
限
領
三
誠

子
山
黒
谷
と
い
ふ
所
に
犯
が
あ
る
。

口
に
三
角
の
石

が
あ
っ
て
戸
の
如
〈
、
深
草
閉
五
問
、
拠
一
同
岡
山
〈

し
て
小
石
を
並
べ
て
あ
る
と
出
航
さ
れ
る。

笈
恕
紀
問

に
、
こ
の
山
の
菊
ヶ
捌
と

い
ふ
谷
に
、
白
色
一
置
の

野
一
却
が
生
ず
る
と
あ
る
。

サ
ン
ド
ウ
シ
ユ
ウ
袋
網
集
六
容
。
平
岩
仙
桂

の
詰
で
、
大
何
者
山
の
刊
行
し
た
も
の
。
仙
肢
が
金

問
に
防
た
聞
の
山
仰
を
氾
制
し
た
も
の
で
、
見
文
元
年

十
Hn
入
目
前
川
綱
紀
に
随
う
て
江
戸
に
赴
い
た
時
の

沼
北
吟
潟
と
姐
す
る
も
の
五
十
首
、
同
じ
く
叩
ぼ
の

豆
m
m
試
を
渡
し
て
束
必
道
か
ら
金
剛
仰
に
問
削
っ
た
川
の

巾
反
紀
行
と
凶
す
る
も
の
七
十
首
臨
す
が
あ
る
。

サ
ン
ト
ウ
ナ
ガ
シ
ゲ
山
東
長
楚

泊
抑
制
次
五
右

衛
門
。
初
め
越
後
新
設
凶
の
滞
日
伊
豆
守
政
一
に
仕

へ
た
が
、
究
永
十
一
年
前
凶
利
。
m
の
験
す
る
聞
と
な

っ
て
こ
引
布
を
受
け
た
。
子
孫
網
棚
嗣
い
で
掛
川
に
仕
へ

る。
サ
ン
ド
ウ
ヤ
マ
三
道
山

能
楽
部
山
上
郷
に
臨

す
る
郎
新
。
叉
三
段
山
に
作
る
。
郷
村
名
義
抄
に
、

三
笠
山
の閉
山
に
在
る
が
放
に
村
名
を
得
た
と
す
る
。

サ
ン
ド
ウ
ヤ
マ
ジ
ヨ
ウ
三
堂
山
城

能
接
部
三

道
山
(
邸
前
名
〉
に
あ
っ
た
。
路
程
到
三
州
志
紋
櫨
考

に
、
三
堂
山
の
録
跡
は
和
制
山
の
間
に
在
る
。
等
級

四
年
羽
れ
宗
摘
の
帥
押
し
、
叉
天
正
入
年
柴
制
勝
家
の

安
井
左
近
を
山間-い
た
の
は
、
北
陸
七
凶
志
に
三
堂
山

と
あ
る
が
、
資
は
和
加
山
で
、
医
長
五
年
の
役
前
出

利
長
の
下
密
し
た
の
が
、
こ
の
三
位
一
山
で
あ
る
。
利

長
は
こ
L
に
不
随
光
口
日
の
附
代
不
破
大
原
及
び
附
烏

一
吉
を
む
い
た
。
三
郎
記
に
は
三
山
山
に
作
る
と
あ

る。
サ
ン
ド
ウ
ヨ
ウ
ゲ
ン
三
洞
要
玄

大
港
圭
徐
の

妨
で
、
大
遣
が
組
前
打
州
制
質
問
昔
に
在
っ
た
時
、
製

玄
厄
前
川
利
家
に
制
し
、
そ
の
際
品
川
約
が
あ
っ
た
か

ら
、
大
透
の
金
持
に
貸
間
寺
を
柿
出
立
す
る
に
討
。
、

そ
の
門
前
に
幻
佐
胞
を
即
位
て
ふ
口
持
と
せ
ら
れ
た
。

サ
ン
ド
ザ
ヲ
寺
三
度
銀

行
川
榔
吉
野
な
る
祇

陀
寺
の
治
制
に
あ
っ
て
名
木
と
い
は
れ
た
も
の
で
あ

る
。
加
越
能
活
跡
絡
に
、『紙
陀
寺
尽
似
の
中
に
、
三

度
復
と
て
大
木
有
。
花
は
初
赤
〈
入
窓
に
回
目
。
大
方

四
且
上
旬
よ
り
下
旬
迄
時
間
巾
候。

花
の
抜
一
根
よ
り
段

止
務
出
、
三
度
侯
巾
候
。
山
正
の
榊
木
の
問
。
』
と
あ

る
が
、
今
は
枯
死
し
て
作
せ
ぬ
。

サ
ン
=
ン
ジ
三
忽
寺

盛
口
川
部
大
槻
に
在
っ
て
、

実
宗
取
振
に
邸
す
る
。

サ
ン
ネ
ン
ザ
ケ
三
年
酒

鹿
島
都
七
尾
の
糖
は

甘
味
あ
る
を
以
て
特
色
と
し
、
特
に
三
年
猶
と
抑
制
す

三
五
四

る
も
の
を
最
良
と
す
る
。
俗
に
『
七
尾
の
甘
口
三
年

酒
』
と
穏
す
る
も
の
是
で
あ
る
。

サ
ン
ノ
イ
チ
三
の
一

加
賀
滞
で
は
、
初
め
諸

士
死
し
て
共
の
子
幼
少
な
る
時
は
、
成
長
ま
で
跡
目

相
般
を
命
ぜ
ぬ
例
で
あ
っ
た
が
、
承
剛
山
二
年
抑
附

勘
右
衛
門
夜
後
、
枠
太
郎
左
術
門
三
歳
で
泌
知
三
百

石
中
の
百
石
を
賜
は
旬
、
究
文
七
年
礎
知
加
賜
を
命

ぜ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
起
り
、
幼
少
者
に
は
三
の
一
を

総
す
る
例
と
な
っ
た
。
之
を
三
の
一
一
制
約
と
い
ふ。

『
三
之
一
被
下
置
候
人
々
。
』
と
い
ふ
も
の
印
ち
是
で

あ
る
。
若
し
先
代
が
轄
に
功
努
の
あ
っ
た
時
に
は
二

分
の
一
を
奥
へ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
何
れ
に
し
て
も

十
五
歳
に
達
す
れ
ば
原
般
に
復
す
る
が
、
そ
の
復
活

せ
ざ
る
前
に
死
す
る
時
は
家
断
絶
し
た
。
之
を
以
て

嗣
子
の
幼
少
な
る
時
は
、
同
姓
又
は
親
族
中
か
ら
養

子
を
迎
へ
て
跡
を
嗣
が
し
め
、
之
を
附
縫
子
と
名
づ

け
、
前
の
嗣
子
は
民
に
こ
の
順
益
子
の
益
子
と
す
る

こ
と
が
行
は
れ
た
。
=
一
の
一
は
加
賀
一
掃
の
法
で
あ
る

が
、
支
出
耐
大
型
寺
で
は
幼
少
者
ビ
射
し
、
僅
か
に
搬

入
扶
持
を
給
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

ザ
ン
ノ
ウ
三
納

一
パ
ン
石
川
郡
林
郷
に
在
る

都
帯
。
或
は
山
納
と
も
岱
い
た
。
此
の
村
に
山
一
止
が

あ
る
か
ら
、
初
は
山
王
村
と
書
い
た
と
似
へ
る
。

サ
ン
/
ウ
ガ
ハ
山
玉
川

J
コ
マ
タ

ガ

ハ

小

E
1
0
 

i
ー

サ
ン
ノ
ウ
ガ
ハ
山
玉
川

珠
洲
梢
寺
祉
関
山
か

ら
続
出
し
、
同
領
で
搭
に
入
る
。
前
山
崎
入
粁
許
。

サ
ン
ノ
ウ
ザ
ハ
山
王
還

能

山
古
川
岬
湖
水
野
に
あ

る。

山
王
の
小
駐
が
あ
っ
た
放
名
づ
け
た
と
い
」
。

古
へ
こ
h

に
出
来
が
あ
っ
た
と
の

ロ
砕
に
よ
旬
、
安

政
元
年
試
銅
し
た
が
得
ず
、
唯
非
的
に

E
大
な
る
杉

掠
を
凱
出
し
た
。

ザ
ン
ノ
ウ
シ
ユ
ウ
ギ
ヨ
タ
シ
ユ
ウ

サ
ン
ノ
ミ
ネ
=
一
ノ
峰

能

接

部
加
山
の
雨
に
あ

っ
て
、
越
前
大
野
制
と
の
槌
界
に
甜
与
え
る
山
。
お
さ

岡
上
測
定
二
一
二

O
米
o
地
鼠
此
陣
織
系
。

サ
ン
ノ
ミ
ャ
=
一
ノ
宮

有
一
川
山
河
内
庄
に
あ
る

部
wm
で
、
施
。
文
十
年
の
村
御
印
に
は
三
の
宮
と
閉

す
。
村
名
は
領
内
に
白
山
七
社
中
の
三
宮
が
あ
っ
た

ー
コ
へ
イ
ダ
y
ザ
Y

ノ
ウ
シ
ユ
ウ
ギ
ヨ
グ
シ
ユ

ウ

古
兵
談
残
褒
拾
玉
集
。

サ
ン
ノ
ウ
マ
ツ
リ
山
主
祭

金
仰
で
山
正
祭
と

い
う
た
の
は
、
石
川
部
出
凶
附
村
な
る
腕
間
山
正問
討を

い
ひ
、
毎
年
四
月
申
の
日
山
正
七
社
の
耐
剛
一
の
跡
幸

を
行
ひ
、
腿
附
か
ら
折
也
町

・
安
江
町
を
即
日
て
、
制川

町
泡
旬
、
御
門
前
町
或
は
掌
形
前
に
訟
。
、
務
伎
の

一
段
に
供
し
た
。
そ
の
跡
刷
、
以
下
計
市
川
聞
を
部
〈
し
た

が
‘
安
政
二
年
十
二
且
前
川
野
撲
の
巾
納
吉
野
任
を

閉
院
す
る
録
、
臨
時
の
討
幸
を
行
う
た
後
、
再
び
行
は

れ
た
』』
と
が
な
い
。

サ
ン
ノ
ウ
マ
ツ
リ
山
主
祭
↓
セ
イ
ハ
タ
サ
イ

背
柏
祭
。

サ
ン
ノ
ウ
ラ
ン
ザ
ン
山
納
蘭
山

辺
都
民
官
。

包
を
能
〈
し
、
寺
子
屈
を
聞
い
て
敬
授
し
た
。
明
治

H
八
年
一
且
授
。

サ
ン
ノ
サ
カ
ダ
キ
一
一
一
J

摂
溺

能

決
柑
三
仮
な

る
藤
谷
と
窮
す
る
所
の
三
僚
の
海
布
な
い
ふ
。
そ
の

中
二
僚
は
耐
さ
ニ

O
米
に
淫
す
る
。

サ
ン
J
h
F
キ

三

ノ
溺

白

山
の
加
山
な
る
岩
肢

俣
川
の
隠
盟
谷
に
あ
る
。
刊
さ
約
一

O
米。

サ
ン
ノ
マ
ル
=
一
ノ
丸

金
抑
械
一
一
，
丸
の
東
方
に

接
す
る
一
回
削
で
、
そ
の
北
方
に
大
手
河
北
門
が
あ

り
、
東
方
に
掛
子
石
川
門
が
あ
る
。
こ
の
爾
門
の
聞

は
、
初
め
自
闘
に
士
際
の
通
行
を
許
さ
れ
た
が
、
ポ

胞
の
頃
一
知
人
の
白
胎
畑
に
設
身
す
る
塙
が
あ
っ
た

錦
、
往
来
を
禁
止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
ふ
。

磁
瀧
拾
玉
集


